
第１ 日時

令和２年５月14日（木）午後１時30分～午後４時20分

第２ 出席者

１ 公安委員会

北村委員長、大塚委員

２ 県警察

滝澤警察本部長、渋谷警務部長

第３ 議事の概要

１ 協議事項

滋賀県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について

渋谷警務部長から、滋賀県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部

北村委改正について説明があり、協議の上、原案のとおり決裁した。その際、

から「感染の危険性が高い中でも職務に当たっていただきあ員長及び大塚委員

りがたい。必要な手当と思われるのでお願いしたい。」旨の発言があった。

２ 報告事項

なし

第４ 個別報告・決裁関係

１ 報告事項

なし

２ 決裁関係

(1) 運転免許行政処分について

警察から、運転免許取消対象事案等について、事案の内容及び意見聴取並

びに聴聞の結果の報告を受け、協議の結果、13件について行政処分を決定し

た。

(2) 公安委員会に対する苦情の申出に係る処理結果について

警察から、公安委員会に対する苦情の申出に係る処理結果３件について報

告があり、これを了承した。

(3) 公安委員会に対する苦情の申出に係る回答について

警察から、公安委員会に対する苦情の申出に係る回答３件について説明が

あり、協議の上、原案のとおり決裁した。



(4) 公安委員会に対する苦情の申出について

警察から、公安委員会に対する苦情の申出について説明があり、これを了

承した。

(5) 公文書公開請求の受理について

警察から、公文書公開の受理について報告があり、これを了承した。

(6) 公文書公開請求に係る決定期間延長について

警察から、公文書公開に係る決定期間延長について説明があり、協議の上、原

案のとおり決裁した。

(7) 行進及び集団示威運動の許可申請取扱状況について

警察から、行進及び集団示威運動の許可申請取扱状況について報告があり、こ

れを了承した。

このページについてのお問い合わせ

滋賀県警察本部警務部総務課公安委員会補佐室

電話：０７７－５２２－１２３１


